
議   第   ６８   号   

令和 元 年 ９ 月 ３ 日提出   

 

熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部改正について 

 

 熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を改正する条例 

 

熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例（平成１２年条例第２４号）の一部

を次のように改正する。 

 

 別表第１０の４の項中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に改め、同表５の

項中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に改め、同表６の項中「第３６条第１

項」を「第４１条第１項」に、「１の項(1)ア」を「４の項(1)ア」に、「１の項(2)ア」

を「４の項(2)ア」に、「１の項(2)イ」を「４の項(2)イ」に改め、同表備考第３項中

「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に改め、同表備考第７項中「第   

３０条第１項」を「第３５条第１項」に、「第３１条第２項」を「第３６条第２項」に

改め、同表備考第１２項中「１の項」を「４の項」に、「第３０条第２項」を「第３５

条第２項」に、「次項」を「第１４項」に改め、同表備考第１３項中「２の項」を「５

の項」に、「第３１条第２項」を「第３６条第２項」に、「第３０条第２項」を「第     

３５条第２項」に改め、同項を同表備考第１４項とし、同項の前に次の１項を加える。 

  １３ ４の項において、一の認定の申請において審査を要する建築物が２以上あ

る場合の手数料の額は、当該それぞれの建築物に係る同項に掲げる区分に応じ

た額を合計した額とする。 

 別表第１０備考に次のように加える。 

  １５ ５の項において、一の認定の申請において審査を要する建築物が２以上あ

る場合の手数料の額は、当該それぞれの建築物に係る同項に掲げる区分に応じ
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た額を合計した額とする。 

１６ ５の項において、認定を受けた計画について他の建築物を追加する変更を

する場合の手数料の額は、当該他の建築物に係る４の項に掲げるそれぞれの区

分に応じた額を合計した額とする。 

１７ 前２項に定める場合のいずれにも該当する場合の手数料の額は、当該それ

ぞれに定められた額を合計した額とする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部

を改正する法律（令和元年法律第４号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

ただし、別表第１０の４の項、５の項及び６の項の改正規定並びに同表備考第３項の

改正規定、第７項の改正規定、第１２項の改正規定（「第３０条第２項」を「第３５条

第２項」に改める部分に限る。）及び第１３項の改正規定（「第３１条第２項」を「第

３６条第２項」に、「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に改める部分に限る。）

は、公布の日又は同法附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日か

ら施行する。 

 

（提出理由） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（令和元

年法律第４号）の施行に伴う手数料の算定方法の整備をする等のため、所要の改正

を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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